
消費者教育の推進に関する法律（抜粋） 

 

（定義） 

第二条 この法律において「消費者教育」とは、消費者の自立を支援するために行われる消費生

活に関する教育（消費者が主体的に消費者市民社会の形成に参画することの重要性について理

解及び関心を深めるための教育を含む。）及びこれに準ずる啓発活動をいう。 

 

２ この法律において「消費者市民社会」とは、消費者が、個々の消費者の特性及び消費生活の

多様性を相互に尊重しつつ、自らの消費生活に関する行動が現在及び将来の世代にわたって内

外の社会経済情勢及び地球環境に影響を及ぼし得るものであることを自覚して、公正かつ持続

可能な社会の形成に積極的に参画する社会をいう。 

 

（基本理念） 

第三条 消費者教育は、消費生活に関する知識を修得し、これを適切な行動に結び付けることが

できる実践的な能力が育まれることを旨として行われなければならない。 

 

２ 消費者教育は、消費者が消費者市民社会を構成する一員として主体的に消費者市民社会の形

成に参画し、その発展に寄与することができるよう、その育成を積極的に支援することを旨と

して行われなければならない。 

 

３ 消費者教育は、幼児期から高齢期までの各段階に応じて体系的に行われるとともに、年齢、

障害の有無その他の消費者の特性に配慮した適切な方法で行われなければならない。 

 

４ 消費者教育は、学校、地域、家庭、職域その他の様々な場の特性に応じた適切な方法により、

かつ、それぞれの場における消費者教育を推進する多様な主体の連携及び他の消費者政策（消

費者の利益の擁護及び増進に関する総合的な施策をいう。第九条第二項第三号において同じ。）

との有機的な連携を確保しつつ、効果的に行われなければならない。 

 

５ 消費者教育は、消費者の消費生活に関する行動が現在及び将来の世代にわたって内外の社会

経済情勢及び地球環境に与える影響に関する情報その他の多角的な視点に立った情報を提供す

ることを旨として行われなければならない。 

 

６ 消費者教育は、災害その他非常の事態においても消費者が合理的に行動することができるよ

う、非常の事態における消費生活に関する知識と理解を深めることを旨として行われなければ

ならない。 

 

７ 消費者教育に関する施策を講ずるに当たっては、環境教育、食育、国際理解教育その他の消

費生活に関連する教育に関する施策との有機的な連携が図られるよう、必要な配慮がなされな

ければならない。 


